
大熊町ふるさと納税返礼品登録申請書 

 

２０２５年１０月 ９日 

 

大熊町⾧ 様 

 

所在地  〒 ９７９ ― １３０８ 

                             福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野６３４ 

事業者名 株式会社  大熊町復興公社 

代表者名 代表取締役   大熊 太郎 

担当者名 大熊 二郎 

電話番号 （ ０２４０ ） １２ ― ３４５６ 
 

「大熊町ふるさと納税返礼品協力事業者募集要項」７に基づき、次の商品（サービス）を返礼品として

申請します。 

返礼品名 
おおのベリー２トレー 

見出し説明文 

※HP・ポータルサイト

掲載内容と同一に。 

 

大熊町内の施設で栽培されているジューシーないちご 

返礼品提供価格 
           2,610 円 ※消費税や梱包資材を含む。 

１年間の発送可能数量 
□無制限 

☑数量限定（   100 個   ）※単位も記入 

申込受付期間 
□無制限 （                         ） 

☑期間限定（ 毎 年  1 月  1 日 ～  毎 年  3 月  31 日） 

出荷可能期間 
□無制限 （                         ） 

☑期間限定（ 毎 年  1 月  1 日 ～  毎 年  4 月  15 日） 

記入例 

提出日をご記入ください。 

協力事業者登録申請書と同じ

情報をご記入ください。 

さとふるに掲載する名称・内容と一致させていください。 

申込受付・出荷可能期間に

ついて記入してください。 

数量に制限がない場合は「無制限」に 

チェックを、制限がある場合は、 

「数量限定」にチェックをし、発送可能

数量を（）内に記入してください。 

また、期間について「無制限」だが、返礼品の数量に

よって期間を制限する場合は、「無制限」にチェック

をし、その旨を（）内に記入してください。 



発送に要する期間 
（    ５日 ～    １０日） 

※寄附を受け付けてから発送までの目安をご記入ください。 

地場産品基準の要件 

（１つ選択） 
1 .町内で生産 

2 .町内で提供されるサービス 

3 .町内で製造・加工 

4 .町内の原材料を主に使用 

（主原料：              原料割合：     ％） 

5 .その他の総務省基準 適用号：第    号※理由もご記入ください。 

 

 

 

返礼品説明文 

（内容を詳しく記載） 

※総務省申請に使用 

します。必ず記載 

してください。 

（原材料の生産場所、加工・製造場所、町内・町外でどのような加工・製造

を行っているか、加工品内に含まれる原料・添加物等の割合（％）、提供さ

れるサービス内容、調達費用の額） 

1.町内の○○地域で生産されたいちご。 

そのほかの例 

2.町内ホテルの宿泊券。 

3.町内で採れた牛肉を町内施設で真空パックに加工。 

4.町内で採れた白菜を７０％以上使用し、漬物に加工。加工場所は区域

外のその他食材の××町。生産地や添加物について。 

 

内容量（総個数・ 

総重量・総容量） 
１kg のいちご 

アレルギー 
いちご 

画像 
申請書とは別に提出（JPG,PNG） 

該当する地場産品基準の番号に〇を

してください。 

地場産品基準の詳細については、平成

３１年総務省告示第１７９号で定め

る地場産品基準をご確認ください。 

推奨サイズ（例：400Pix × 400Pix 以上 、メイン画像＋サブ

画像合計 4 枚）となります。 

サブ画像については、掲載予定がある際に添付してください。 

総務省申請時に使用いたします。 

詳細に記載してください。 



 


